
民生福祉常任委員会審査日程 
 

日 時  令和４年１２月５日(月) 

午前１０時から 

場 所  第２委員会室 

 

～審査内容～ 

 

１ 議案第８６号 山陽小野田市児童館条例の一部を改正する条例の制定につ

いて（子育て） 

 

２ 議案第９１号 山陽小野田市の児童館の指定管理者の指定の一部変更につ

いて（子育て） 

 

３ 閉会中の継続調査事項 
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移設先

ふれあい相談室 労働会館

児童クラブ事業 小野田小学校

児童の集団的指導及び個別的指導 小野田地域交流センター

児童の健全育成 小野田地域交流センター

育児について必要な助言、指導等
スマイルキッズ
地域子育て支援センター

児童の各種相談
スマイルキッズ
地域子育て支援センター

事　業

児童館事業

議案第８６号　山陽小野田市児童館条例の一部を改正する条例の制定について

　小野田児童館の建物は昭和３４年建設のもので、老朽化が著しいことから、令和５年３
月３１日をもって施設の廃止をし、現在小野田児童館内で行っている事業については、下
表のとおり場所を替えて実施する。

子どもの
生涯学習
機能

保健機能
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議案第９１号 山陽小野田市の児童館の指定管理者の指定の一部変更について 

変更後 変更前 

１ 管理を行わせる公の施設の名称 

山陽小野田市有帆児童館 

山陽小野田市高千帆児童館 

山陽小野田市高泊児童館 

山陽小野田市小野田児童館 

山陽小野田市須恵児童館 

山陽小野田市赤崎児童館 

山陽小野田市本山児童館 

 

２ 指定管理者となる団体の名称 

社会福祉法人山陽小野田市社会福祉協議会 

 

３ 指定の期間 

令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

（山陽小野田市小野田児童館を除く。） 

令和３年４月１日から令和５年３月３１日まで 

（山陽小野田市小野田児童館に限る。） 

１ 管理を行わせる公の施設の名称 

山陽小野田市有帆児童館 

山陽小野田市高千帆児童館 

山陽小野田市高泊児童館 

山陽小野田市小野田児童館 

山陽小野田市須恵児童館 

山陽小野田市赤崎児童館 

山陽小野田市本山児童館 

 

２ 指定管理者となる団体の名称 

社会福祉法人山陽小野田市社会福祉協議会 

 

３ 指定の期間 

令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 
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１　児童館機能の移設先について

区分 H30 R1 R2 R3

開催
回数

93回 74回 2回 16回

平均
人数

14.0人／回 11.6人／回 1人／回 4.5人／回

児童の健全
育成

子どもの遊びの拠
点と居場所
（常設）

平日の
平均
人数

3.7人／日 3.6人／日 1人／日 0.3人／日 小野田地域交流センター

育児につい
て必要な助
言、指導等

子育て家庭への支
援
（随時）

年間
のべ
人数

0人 1人 0人 0人
スマイルキッズ
地域子育て支援センター

児童の各種
相談

課題の発生予防・
早期発見
（随時）

年間
のべ
人数

0人 0人 0人 0人
スマイルキッズ
地域子育て支援センター

２　児童の集団的指導及び個別的指導の活動例

　・伝承遊び（コマ回し、けん玉、お手玉、竹とんぼ、あやとり等）

　・地域の高齢者やボランティアを迎えた囲碁、将棋、生け花、茶道教室

　・全国の施設間でのけん玉大会、折り紙大会、レゴブロック大会等を通じた交流

　・全国の施設間での劇やダンスなどの相互発表会

　・全国の施設間での地元紹介、方言紹介等の国内の様々な地域の文化や風土に触れる機会を提供

　・専門家を迎えてのスポーツ体験

　・海外の国立公園とオンラインでつないだサファリツアー

　・海外とオンラインでつないだ英会話教室

　・農作物を栽培・生産している農場とオンラインでつないだ農場見学

　・プログラミングをしてロボットを動かす体験

事　業 活動内容 移設先

児童の集団
的指導及び
個別的指導

児童館クラブ活動
(主に土曜日開催)

利用人数

小野田地域交流センター

※事業内容の例示について
は２に記載したとおり

児
童
館
事
業

子どもの
生涯学習
機能

保健機能


